
標準処理期間 

 

備考 １ 処理期間については、書類審査及び決裁の期間の目安です。 

   ２ 宅地造成工事の許可と開発行為の許可又は開発行為の変更の許可の併願の場合

は、長い方の期間となります。 

   ３ 他の法令の許可等が必要な場合は、担当部署と協議の上、同時期に許可しますの

で標準の期間より期間を要する期間があります。 

   ４ 期間に祝祭日及び休日は含まれません。 

   ５ ５０ｈａ以上の宅地造成工事の許可と開発行為の許可については、国土交通省

との協議が必要となり、標準の期間より期間を要する場合があります。 

法 条項号 申請の種類（規模） 処理期間 

宅地造成等規制法 ８－１ 宅地造成工事の許可 （２，０００㎡未満） １５日 

〃     〃     （１０，０００㎡未満） ３０日 

〃     〃     （１００，０００㎡未満） ５０日 

〃     〃     （１００，０００㎡以上） ７０日 

１２－１ 宅地造成工事の変更許可 （２，０００㎡未満） １０日 

〃     〃     （１０，０００㎡未満） ２０日 

〃     〃     （１００，０００㎡未満） ３５日 

〃     〃     （１００，０００㎡以上） ５０日 

都市計画法 ２９ 開発行為の許可   （２，０００㎡未満） ２５日 

〃     〃     （１０，０００㎡未満） ４０日 

〃     〃     （１００，０００㎡未満） ６０日 

〃     〃     （１００，０００㎡以上） ８０日 

３５の２－１ 開発行為の変更許可 （２，０００㎡未満） １５日 

〃     〃     （１０，０００㎡未満） ２５日 

〃     〃     （１００，０００㎡未満） ３５日 

〃     〃     （１００，０００㎡以上） ４５日 

３７ 開発許可を受けた土地の建築制限等 （全て） １５日 

４２－１ 予定建築物以外の建築許可 （全て） １５日 

４３－１ 開発許可を受けた土地以外の建築許可 （全て） １５日 

４５ 地位承継承認 （全て） １５日 


